
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
六
年
財
務
省
令
第
三
十
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
一
般
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
）

（
一
般
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
）

第
一
条

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定

第
一
条

所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
九
号
（
定

義
）
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義

義
）
又
は
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
二
十
三
号
（
定
義

）
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
「
減
価
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業

）
に
規
定
す
る
減
価
償
却
資
産
（
以
下
「
減
価
償
却
資
産
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
鉱
業

権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取
す
る
権
利
を
含
む
。
以
下

権
（
租
鉱
権
及
び
採
石
権
そ
の
他
土
石
を
採
掘
し
又
は
採
取
す
る
権
利
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営
権

同
じ
。
）
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
及
び
樹
木
採
取
権
以
外
の
も
の
の
耐
用
年
数

以
外
の
も
の
の
耐
用
年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
表
に
定
め
る
と
こ

定
め
る
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ろ
に
よ
る
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
八
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
に
掲

三

所
得
税
法
施
行
令
第
六
条
第
八
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
第
十
三
条
第
八
号
に
掲

げ
る
資
産
（
鉱
業
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運

げ
る
資
産
（
鉱
業
権
、
公
共
施
設
等
運
営
権
及
び
樹
木
採
取
権
を
除
く
。
）

別
表

営
権
を
除
く
。
）

別
表
第
三
（
無
形
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
表
）

第
三
（
無
形
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
表
）

四

省

略

四

同

上

２

鉱
業
権
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
、
樹
木
採
取
権
及
び
漁
港
水
面
施
設
運
営
権

２

鉱
業
権
、
坑
道
、
公
共
施
設
等
運
営
権
及
び
樹
木
採
取
権
の
耐
用
年
数
は
、
次
の
各

の
耐
用
年
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数

号
に
掲
げ
る
資
産
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
年
数
と
す
る
。

と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

試
掘
権

次
に
掲
げ
る
試
掘
権
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
年
数

二

同

上

イ

石
油
又
は
可
燃
性
天
然
ガ
ス
に
係
る
試
掘
権

六
年

イ

石
油
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
又
は
可
燃
性
天
然
ガ
ス
に
係
る
試
掘
権

八
年

ロ

省

略

ロ

同

上

三
・
四

省

略

三
・
四

同

上

五

公
共
施
設
等
運
営
権

民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促

五

公
共
施
設
等
運
営
権

当
該
公
共
施
設
等
運
営
権
に
係
る
民
間
資
金
等
の
活
用
に

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
九
条
第
三
項
（
公
共
施

よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七

設
等
運
営
権
の
設
定
の
時
期
等
）
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
当
該
公
共
施
設
等
運

号
）
第
十
九
条
第
三
項
（
公
共
施
設
等
運
営
権
の
設
定
の
時
期
等
）
の
規
定
に
よ
り

営
権
の
同
法
第
十
七
条
第
三
号
（
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
実
施
方
針
に
お
け

公
表
さ
れ
た
同
法
第
十
七
条
第
三
号
（
公
共
施
設
等
運
営
権
に
関
す
る
実
施
方
針
に

る
記
載
事
項
の
追
加
）
に
掲
げ
る
存
続
期
間
の
年
数

お
け
る
記
載
事
項
の
追
加
）
に
掲
げ
る
存
続
期
間
の
年
数

六

省

略

六

同

上

七

漁
港
水
面
施
設
運
営
権

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

1



昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第
四
十
七
号
）
第
四
十
二
条
（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の

設
定
に
係
る
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
当
該
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
漁

港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第

五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
の
設
定
の
時
期
等
）
に
掲
げ
る

存
続
期
間
（
漁
港
水
面
施
設
運
営
権
に
つ
い
て
同
法
第
五
十
七
条
第
三
項
（
漁
港
水

面
施
設
運
営
権
の
存
続
期
間
）
の
規
定
に
よ
る
更
新
に
伴
い
支
出
す
る
金
額
に
つ
き

次
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
り
新
た
に
取
得
し
た
も
の
と
さ
れ
る
漁
港
水
面
施
設
運
営
権

に
あ
つ
て
は
、
当
該
更
新
が
さ
れ
た
と
き
に
同
令
第
四
十
七
条
（
漁
港
水
面
施
設
運

営
権
の
存
続
期
間
の
更
新
に
係
る
通
知
）
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
当
該
漁
港
水

面
施
設
運
営
権
の
同
条
の
存
続
期
間
）
の
年
数

イ

所
得
税
法
施
行
令
第
百
二
十
七
条
第
四
項
（
資
本
的
支
出
の
取
得
価
額
の
特
例

）
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定

ロ

法
人
税
法
施
行
令
第
五
十
五
条
第
四
項
（
資
本
的
支
出
の
取
得
価
額
の
特
例
）

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定

３

前
項
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
年
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
年
に

３

前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
定
め
る
年
数
は
、
暦
に
従
つ
て
計
算
し
、
一
年
に
満
た

満
た
な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

な
い
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。

４
～
８

省

略

４
～
８

同

上

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
第
一
条
第
二
項
第
二
号
の

規
定
は
、
個
人
の
令
和
七
年
分
以
後
の
所
得
税
及
び
法
人
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法

人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
個
人
の
令
和
六
年
分
以
前
の
所
得
税
及
び
法
人
の
同
日
前
に

開
始
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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